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議案第109号

財産の取得につい て

県有財産として、次のとおり取得するものとする。

令和4年9月15日提出

1 種目及び数量

2 機 種

3 金 額

4 相手方住所氏名

提案理由

WAN端末等 489式

[内訳]

WAN端末 467式

インターネット端末 22式

WAN端末 日本電気 (NEC)製

インターネット端末 日本電気 (NEC)製

73，700，044円

四日市市浜岡田T5-27 第3加藤ピノレ5F

株式会社フューチャーイン四日市営業所

所長 斉 藤 晋

三重県知事 見勝之

WAN端末等の購入については、 「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の規定により議会の議決を要する。これが、この

議案を提出する理由である。

【第 109号財産の取得について] 同



rw令和4年版県政レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見jへの問答

【教育警察常任委員会】
空堕重宝霊童E

~みえ元気プラン
J施策番号圃施策名

く参考〉
2E担当部局名| 県政レポートの

施策番号，施策名
141 犯罪に強いまち
づくり

近年在蚕ro'題化している無差別に行われる泥嘉なEI委員会の御意見を踏まえ三現在行うている警察面取福荻
への対策について、県民の安全a安心のため、官民連携|況として、警察と市町や地域住民、防犯ボランティア団体、
の訓練など現夜行われている警察の取総状況について i事業者、学校等と連携した紡犯指導や訓練などの犯罪防止
も記載されたい。 Iに向けた取組について記載しました。

同

同
町
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12義和議義援の義組方骨三二三三二三.三
i 警察本部 1 
①災害等有事の際の却応体側、災害活動拠点としての機能に即意しつつ、人口減少・高齢化社会に適

応した大台警察署の整備に取り組みます。また、老朽化した尾鷲警察署を大規模改修して長寿命化

を図るとともに、ユニバーサルデザインを取り入れ、来庁者が利用しやすい施設の整備に取り組み

ます。

②DNA型の鑑定や解析を徹密かつ効率的に実施で香るよう科学捜査研究所の独立庁舎整備を進め

るほか、必要な捜査資機材を整備し、重要犯罪を始め、県民の皆さんに不安を与える各種犯罪の早

期検挙を密ります。

③さまざまな警祭事象!こ迅速・的確に対応するため、既存の通信指令システムの更新整備にあわせ

て機能強化を図ります。

④老朽化した交番・駐在所の建て替え、人口増加が著しい朝日町への交番の新設、パトカーの配備

など警察活動を支える墓盤の強化に取り組みます。

⑤サイバー空間の脅威に的確に対処するため、知見を有する学術機関、民間事業者等との連携を一層

強化し、最新の情報技術等を悪用したサイバー犯罪の取締や専門的な捜査員の育成、官民一体とな

った被害防止対策!こ取り組みます。

⑥警察活動を支える情報システムの維持、充実を図るため、その開発運用に必要な人材の育成や機

材の整備を図ります。

⑦高齢者等を狙った特殊詐欺被害や子供や女性が被害に遭う性犯罪等の主重要犯罪が後を絶たないなど

のほか、全国を見渡すと、無差別な殺傷事件等社会的反響の大きな事業が発生しており、治安情勢

は依然として予断を許さない状況にあります。このような情勢を踏まえ、警察活動を強化するとと

もに、市町や地域住民、防犯ボランティア間体、事業者、学校等と連携した、防犯指導や訓練など

犯罪防止に向けた取組を推進します。

③防犯ボランティア間体等の活動を活性化するため、防犯活動用物品の配布、犯罪情報・地域安全育

報の提供等の支援を行うとともに、「子ども安全 E 安心の庖J認定事業所の拡充に取り組みます。ま

た、少年の犯罪被害等を防止するため、リモート形式による防犯教室等に取り組みます。

⑨人身安全関連事案等は、事態が急展開し、重大事件に発展するおそれが大きいことから、平素から

関係機関等とも連携した対応を強化するなど、組織的対応を徹底し、加害者の検挙措置や被害者等

の保護措護等、被害者の安全確保を最優先とした対応を行います。

⑬特殊詐欺被害全体に占める高齢者の割合がB割を超えるなど、高齢者を中心とした被害が後を絶た

ないことから、引き続き、高齢者世帯等への警察官の訪問による注意喚起や市町や老人クラブ、金

融機関等の関係機関目団体と連携した被害防止対策に取り組みますロ

l環境生活部 1
⑪犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、市町や県民の皆さん、事業者等と協働しなが

ら地域の自主的な防犯活動等を促進し、地域妨犯力の向上を図ります。また、犯罪被害者等の立場

に立った支援が途切れることなく提供されるよう、市町や関係機関等が連携した総合的な支援体制

を整備するとともに、犯罪被害者等への県民の皆さんの理解促進を図ります。



rw強じんな美し閤ピジョンみえ(仮称)~及び『みえ元気プラン(仮称)~最終案に対する意見jへの鴎答

[教育警察常任委員会】

施策番号 施策名 主担当部局 委員会意見 劉答案

県民の不安を解消するため、行方不明事案の解決 行方不明事案の阜期解決l、向けて、御家族の思い
に向け、引き続き強い決意で取り組まれたい。 なども踏まえ、引き続き、県警察として強い決意で

取組を推進していきます。
3-1 犯罪に強いまちづくり 警察本部

昌弘

閉
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(施策3帽~時に強いまちづくり l 
l持難車種白山三三-三I一一一三:二三三-三.三三-I
(めざす姿)

県民の皆さんが安会で安心して暮らせる、犯罪の起きにくい社会を構築するため、市町や

地域住民、防犯ボランティア団体等との連携による犯罪防止に向けた取組や、県民の皆さんに

不安を与える犯罪の早期検挙、これら警察活動を支える基盤の強化が推進されています。ま

た、犯罪被害者等を支える社会の形成に向けて、犯罪被害者等の立場に立った適切かっきめ

細かな支援が途切れることなく提供されていますロ

(課題の概要)

子どもや女性が被害に遭う性犯罪や重要犯罪、ストーカー.DV事案や高齢者等を狙った特

殊詐欺、サイバー犯罪が高止まりするなど、治安情勢は予断を許さない状況にあり、犯罪防止

の取綴と犯罪の早期検挙が求められています。また、 f三蓑県犯罪被害者等支援条例jに基づ

き、犯罪被害者等への支援体制を底よげすることが求められています。

|捕まま謀説三三由主ξ.ョI三三三I恒三三ヨ
圃令和3年中の刑法犯認知件数は 7，410件となり、戦後最少を更新しましたが、子どもや女性

が被害に遭う性犯罪や重要犯罪が増加し、ストーカー.DV事案や高齢者等を狙った特殊詐

欺、サイバー犯罪の相談件数が高止まりするなど、治安情勢は依然として、予断を許さない状

況にあります。このような情勢において、県民の皆さんが安全で安心して暮らせる社会の実現

に向けて、自治体、地域住民、防犯ボランティア団体などさまざまな主体と連携した犯罪防止

の取組と、重要犯罪や特殊詐欺、サイバー犯罪等の県民の皆さんに不安を与える犯罪の早期

検挙を図っていく必要があります。

幽地域の良好な、治安を保つためには、防犯ボランティア団体等による自主防犯活動が不可欠で

すが、人口減少や少子高齢化の影響もあり、活動に参加する人遠の高齢化や担い手不足が

深刻jな問題となっています。加えて、住民と地域社会との関わりの希薄化も進行し、地域の実

態把握や問題解決活動が一層重要となっています。

・社会のデジタル化によるサイバー空潤の拡大、顔商像等による生体認証や電子マネーの普及

といった、社会情勢の変化や制度の変革などによって、犯罪捜査を取り巻く環境も大きく変容

しており、こうした情勢の変化等にも的確に対応するため、先端技術の導入や装備資機材の

充実などが必要となっています。

量「三重県犯罪被害者等支援条例jをふまえて策定した「三重県犯罪被害者等支援推進計画j

に基づき、支援施策を総合的かつ計画的に推進する必要があります。県内市町における条例

制定等の取組も進んできたことから、市町と関係団体、支援団体等との連携を強化し、総合

的な支援体制の底上げが求められるとともに、二次被害等の防止に向け犯罪被害者等に対

する県民の皆さんの理解を促進する必要があります。

5 



放策3 暮らしの安全

主担当部局:警察本部

-基本事業1:みんなで進める犯罪防止に向けた取組の推進
子どもの見守り活動や街頭での各種犯罪の防止に向けて、犯罪情勢に応じた警察活動を

強化するとともに、現役世代の参画による自主防犯活動の活性化支援や、自治体等と連携し
た紡犯設備の整備・拡充を推進します。また、デジタル化の進展等に伴い増加が懸念される
特殊詐欺やサイバー犯罪を防止するため、リモート形式による防犯教室の拡充や、新たな情
報発信ツールの運用など、県民の皆さんの防犯意識を変革する啓発効果の高い広報手段の
導入にも取り組みます。

聞基本事業2:犯罪の早期検挙のための活動強化
AI等の先端技術や、最新の鑑定・分析機器を導入することにより、捜査支援分析、科学捜

査の強化に取り組み、重要犯罪をはじめ、暴力湿犯罪、窃盗や特殊詐欺を集団で敢行する組
織犯罪、サイバー犯罪など、県民の皆さんに不安を与える犯罪の早期検挙を図ります。

・基本事業3:警察活動を支える基盤の強化
少子高齢化が進む地域の実情や、社会の変化に適応するため、老朽化した警察施設の建

て替えやパトカーの配備、装備資機材の充実など、警察活動を支える基盤の強化を行い、効
果的な警察活動の推進を関ります。

量基本事業4:犯罪被害者等支援の充実
犯罪被害者等の立場に立った適切な支援が途切れることなく提供されるよう、市町をはじ

めとする関係機関等との連携を強化し、総合的な支援体制の整備・底上げに取り組むととも
に、犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性について、県民の皆さんの理解促進
を図ります。

麗藍監理麗

刑法犯認知件数 11 7，410件 11
5，0 刑告るに業訴つ法務い犯・告上て(発道、(重を1路年受)上過理間失のにし致交被た死通件害傷事数のを故扇除に出く係や) 

特殊詐欺認知件数 110件 11 の届出を受理

重要犯罪の検挙率 89.7% 11 重数要に対犯す罪るに検係挙る件当数該の年割の合認知件

犯罪被害者等支援

11 

177人l 7人日1課露君範主幸言議語能許蜘絹附
従事者数

6 



匿函
犯罪情勢

※令和4年8月末の暫定値

1 刑法犯

~ 認知件数(件) 検挙件数(i'ヰ) 検挙人員(人) 検挙率(%)
前年河期比 前年間期比 前年同期比 前年間期比

(出犯罪

4.862 |、 16ご..1，821 工 "-516ヘ1.136 -63 37ぷ5 "'10.7 
66 。 58 2 43 87.9 3. 1 

重要窃盗犯 529 26 213 -385 51 ー14 40.3 -78‘6 
重要犯罪とは、殺人、強盗、強制性交等、強制わいせつ、放火、略取誘拐及び人身

売買をいいます。

重要窃盗犯とは、窃盗犯のうち、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいいます。

2 特殊詐欺

還付金詐欺、金融商品詐欺、ギャンブ、/レ詐欺、交際あっせん詐欺、その他の特殊詐欺、

キャッシュカード詐欺盗をいいます。

3 暴力団犯罪

~ 検挙件数(件) 検挙人員(人)
前年同期比 前年間期比

総数 76 "-100 53 同 11
i 刑法犯 41 同 109 38 -8 

I I 特別法犯 L 一一一…
35 9 15 一3

暴力団犯罪とは、暴力団勢力(暴力団構成員、暴力団準構成員等)による犯罪をい

います。

4 薬物事犯

~ 検挙件数(件) 検挙人員(人)
前年同期比 前年同裁比

総数 103 一7 48 
覚醒剤 61 司 12 30 14 
大麻 30 16 5 
その他 12 4 2 。

その他とは、「麻薬及び向精神薬取締法違反」、「あへん法違反J、「医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」をいいます。

5 来日外国人犯罪

-------------ベ¥
検挙件数(件) 検挙人員(人)

前年間期比 前年同期比
87 ，-64 I 70 ~26 

刑法犯 47 自 33 42 ー14
特別法犯 40 一31 28 -12 

来日外国人とは、国内に存在する外国人のうち、定着居住者(永住者、永住者の配

偶者等及び特別永住者)、在日米軍関係者及び在留資格不明者を除いた外国人をいい

ます。

7 



犯罪対策
匿回

円万ハ
U

n
h
U
 

44 

Fhυ 約十件6
 

比

%

期
}

2

同
%
臼

年
o
J
(

前
日
し

(
(
高

古川
H

し
、
刀

増
高
合

は
が
割

額
合
の

)
害
割
話

て
在
被
の
電

い
現
も
者
定

つ
末
る
齢
固

に
月
す
高
る

進

8
少
る
め

推
年
減
め
占

の
4
は
占
に

策
和
数
に
段

対
令
件
者
手

欺
(
知
害
岡

詐
状
認
被
欺

殊
現

特

0
0
0

※構成比は、少数第2位を繰り上げているため各構成比の合計は、必ずしも100%とはならない。

(2) 対策
0 巡回連絡等を通じた高齢者世帯を中心とする直接的な注意喚起・防犯指導の実施。被害防止の機能を備えた自動通話録音警告機等の利用促進に向けた働き掛け
O 金融機関・コンピニエンスストア等と連携した水際対策の強化

2 子供・女性等を守る取組の推進について
( 1) 子供の犯罪被害防止対策
ア SNSに起因する子供の犯罪被害の推移と現状
o SNSに起因して犯罪被害に遭った児童の数は平成30年以降横ぱいであったが、
本年は増加(前年同期比+8人)

0 被害者のうち中学生と高校生が大半を占める

被害児童由韓数及び学職別田推移{退去5年)

小学生 中学生 その他学生 有職 無職 合計室主 、九九 高校生

平成田年 。 7 B 。 。 。 15 

平成田年 。 4 11 。 2 。 17 

令和宏年 。 6 8 。 。 。 14 

令和2年 2 5 5 。 。 。 12 

令和3年 3 7 。 。 。 11 

令相#印月末 。 10 5 。 。 。 15 

前年向期比 。 8 。 。 。 。 8 

イ対策
O サイバーパトロールによる不適切な書き込み等に対する警告や注意喚起の実施。SNSやインターネットの危険性について周知する防犯教室等の実施
0 運用型LINE広告を活用した広報啓発の実施

(2) 児童虐待事案・ストーカー事案・配偶者からの暴力事案対策
ア現状(令和4年 8月末現在)
0 児童虐待事案の通告人員は、増加(前年同期比十14人)
0 ストーヵー事案の相談件数は、減少(前年前期比 25件)
0 配偶者からの暴力事案の相談件数は、減少(前年同期比 59件)

イ対策
0 被害者等の安全確保を最優先とした
組織的対応の徹底

O 加害者の検挙や法令に基づく行政措
置等の保護対策の実施

R3 
R4 

F8月
前年同期比

724 548 14 

2881 1651 -25 

7511 4681 -59 
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医函

鉄道警察隊の活動

鉄道警察隊は、鉄道事業者等と連携し、列車警乗、駅等の鉄道施設及びその周辺の

警らや警戒警備等を実施し、鉄道施設における安全の確保に努めています。

1 三重県警察鉄道警察隊(昭和62年4月1日設置)

(1 ) 体制

鉄道警察隊長以下35名(うち兼務隊員32名)

(2) 任務

鋭道施設における犯罪の予防及び検挙、事故の防止、

その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持

2 主な活動(令和4年8月末現在)

(1 ) 列車警乗

0 警乗回数422回(前年同期比+313回)

O 延べ人数865人(前年同期比十635人)

(2) 鉄道施設に対する警戒警備

0 釈・ホーム等における巡回及び駐留警戒

O 列車の混雑が予想される時期の集中警戒

O 駅周辺や鉄道沿線の警ら

3 隣接府県警察との連携

0 県境を跨いだ列車警乗

0 県境周辺で発生する有事への対策協議

0 各府県鉄道警察隊の取組に係る情報共有

4 鉄道事業者との連携

0 列車乗務員の対応に係る助言・指導

0 不審者対応及び事故災害復旧合同訓練

0 踏切事故等発生時における緊急合同点検
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医図
交通安全対策

1 令和4年中の交通事故情勢 (8月末までの暫定億)

0 本年8月末現在の交通事故情勢は、死者数は34人と前年陪期と比べ2人の増加
となり、人身事故件数、負傷者数とも増加しています。

区分 令和4年B月末 令和 3年8月末 増減 増減率

人身事故件数 1， 932i牛 1，787件 145 8. 1号も

|死亡事故件数 33件 31件 2 6.5% 

死傷者数 2，467人 2，234人 233 10目 4早色

34人 32人 2 6. 3号色
-ー幽世世世ー』ーー』ー ーー戸再開-- --園田幽

2，433人 2， 202人 231 10.5% 

0 当県における本年 8月末現在の死亡事故 (33件34人)の内訳を見ると、
①人対車両の事故が約30%
②高齢死者が約60%
③歩行中、自転車乗用中の死者が約50%

という傾向が認められます。

死亡事故の特徴|

J 

. 死亡事故 33件 。死者

0事故類型別 0高齢死者
人対車両 11件(33.3百)(-1件) 自動車乗車中

車両相互 13件 ( 4件) 二輪車乗車中
車両単独 9件 (-1件) 自転車乗用中

0昼夜j31J 歩行中

昼間 17イ牛 2件) 0交通弱者
夜間 1M牛 (::t 0件J 自転車乗用中

0地形別 歩行中
市街地 14イ牛 5件) うち夜間

34人
21人(61.8見) (士 O人)
B人 (士 0人)
1人 (-3人)

3人 3人)
9人 (士 0人)
16人(47.1拡) (::t 0人)
5人 l人)
11人 (-1人)
5人 (-4人)

非市街地 19件 (-3件) 0自動車乗車中死者 13人 3人)
うちシ}トベルト非着用 4人

|歩行者の交通事故発生状況 l | 自転車の交通事故発生状況

区分
令和4年 令和3年

増減 増減率
B月末 B月末

区分
令和4年 令和3年

増滋 増減率8月末 B月末

人身事故件数 177件 179件 叩 2 自1.1% 人身事故件数 265件 223件 42 18.8% 

死亡事故件 数 11件 12件 -8.3目 死亡事故件数 5件 4件 25.0% 

死傷者数 183入 181人 2 1.1百 死傷者数 269人 222人 47 21.2% 

死 者 数 11人 12人 -8.3% 死 者 数 5人 4人 25日目

負傷者数 172人 169人 3 1.8出 負傷者数 264人 218入 46 21.1百
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2 横断歩行者の安全確保
(1 ) 歩行者が自らの安全を守る交通行動を促すための取組

現在、警察では自らの安全を守るための交通行動を
促す「横断歩道“ハンドサイン"キャンベーンJや、
横断歩道で止まってくれた運転者に感謝の意思を示す
「まもってくれてありがとう運動」を実施しています。
さらに、横断歩道における歩行者優先義務(道路交

通法第38条)の交通/レールを正しく理解・遵守して模
範運転をすることにより、横断歩行者の交通事故を抑
止するための新たな取組も推進していくこととしてい
ます。

(2) 悪質・危険な交通違反の検挙活動
横断歩行者妨害取締りや通学路など生活道路において移動オーピスを活用した

速度取締りを推進するとともに、飲酒運転の根絶に向け、飲酒運転取締りについ
ても強化します。また、通学路における保護活動を兼ねた正しい横断歩道等の交
通安全指導を推進します。

(3 ) 道路交通環境の整備
「生活道路における歩行者等の安全な通行の確保」のため、本年9月、桑名市

内に県内初となる、 「ゾーン30プラスj を整備しました。最高速度30キロの区域
規制の実施に併せて、ポストコーン等の物理的デノ〈イスを適切に組み合わせるこ
とで、車両に低速走行を促します。

3 自転車の交通ルールとその徹底に向けた取組
(1 ) 自転車安全教育の推進

関係機関・団体と連携して、児童、生徒や高齢者等に対し、実際に道路を走行
している感覚で教育を受けられる自転車シミュレータを活用した参加・体験・実
践型の自転車教室や、スタントマンによる交通事故の再現を通じて、事故の衝撃
や怖さを実感する安全教育(スケアード・ストレート技法)を行っています。

[自転車シミュレータの活用l {スタントマンによる仮想事故の実演]

(2) 自転車利用者に対する指導取締りの推進
自転車の交通/レーノレを徹底するためには、ノレーノレそのものの周知等のみならず、

ノレーノレを守らない者に対する指導取締りを行い、何者を両輪として推進していく
ことが重要です。
警察では、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車利用者の信号無視、

一時不停止等に対し、指導警告を行うとともに、悪質・危検な交通違反に対して
は検挙措置を講じるなど、厳Eに対処しています。

11 



医亙工ヨ
官民一体となったテロ対策

1 テロ対策パートナーシップの概要
県警察では、官公庁、ライフライン、公共交通機関、大規模集客施設

等の協力のもと、県版の「テロ対策三重パートナ}シップ推進会議Jと、
県内全ての警察署に地域版パートナーシップを設立し、官民一体となった
テロ対策に取り組んでいます。

ア ロ

2 取組状況
定例会等の開催
定例会の開催に合わせて、有識者を招いて講演を行うなど、

対策に必要な情報共有を図っています。

{開催状況]

テロ対策合河訓練
公共交通機関、大規模集客施設等との不審者対応・避難誘導、爆発物

処理等の合同訓練に取り組んでいます。

(2 ) 

[爆発物処理訓練]

みテますキープ鰐度
モデル事業所として指定された参画機関の事業所が、一定期間、

主体的にテロ対策に取り組むことで、危機管理意識の高揚を図っています。

[パス乗客の避難誘導訓練]

)
 

3
 

(
 

策
となり得る化学物質の販売事業者を訪問し、不審者来
ついて要請するとともに、問状況を想定したロールプ

っています。

)
 

4
4
 

(
 

[販売事業者への個別訪問I
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[ローノレプレイング型訓練]


